
10

20

JP 7679541 B2 2025.5.19

(19)日本国特許庁(JP) (12)特許公報(B2) (11)特許番号　　
特許第7679541号

(P7679541)
(24)登録日　令和7年5月9日(2025.5.9)(45)発行日　令和7年5月19日(2025.5.19)

(54)【発明の名称】　車道における車両の所定の制限速度の検証方法及び運転者の支援方法

(51)国際特許分類
　   Ｇ０８Ｇ 1/16 (2006.01)
　   Ｂ６０Ｗ 30/12 (2020.01)
　   Ｂ６０Ｗ 40/06 (2012.01)
　   Ｂ６０Ｗ 40/105 (2012.01)
　   Ｂ６０Ｗ 30/16 (2020.01)

ＦＩ
　Ｇ０８Ｇ 1/16 　　　Ａ 　　　
　Ｂ６０Ｗ 30/12 　　　　 　　　
　Ｂ６０Ｗ 40/06 　　　　 　　　
　Ｂ６０Ｗ 40/105 　　　　 　　　
　Ｂ６０Ｗ 30/16 　　　　 　　　

(21)出願番号　 特願2024-504924(P2024-504924)
(86)(22)出願日　 令和4年6月22日(2022.6.22)
(65)公表番号　 特表2024-528880(P2024-528880 

A)
(43)公表日　 令和6年8月1日(2024.8.1)
(86)国際出願番号　 PCT/EP2022/067015
(87)国際公開番号　 WO2023/006303
(87)国際公開日　 令和5年2月2日(2023.2.2)

審査請求日　 令和6年4月23日(2024.4.23)
(31)優先権主張番号　102021003870.3      
(32)優先日　 令和3年7月27日(2021.7.27)
(33)優先権主張国・地域又は機関　

ドイツ(DE)
早期審査対象出願

(73)特許権者　 598051819
メルセデス・ベンツ  グループ  アクチェ 
ンゲゼルシャフト
Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ  Ｇｒｏｕｐ  
ＡＧ
ドイツ連邦共和国  ７０３７２  シュツッ 
トガルト、メルセデスシュトラーセ  １ 
２０
Ｍｅｒｃｅｄｅｓｓｔｒａｓｓｅ  １２ 
０，７０３７２  Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ， 
Ｇｅｒｍａｎｙ

(74)代理人　 100176946
弁理士　加藤  智恵

(74)代理人　 110003649
弁理士法人真田特許事務所

最終頁に続く

( 5 7 ) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 車 道 （ Ｆ ） に お け る 車 両 （ １ 、 ２ ） の 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 に お い て 、
　 － 前 記 車 道 （ Ｆ ） が 中 央 の 車 線 区 画 線 を 有 さ な い 対 面 通 行 の 道 路 区 間 （ Ｓ ） で あ り 、 且  
つ 前 記 車 道 （ Ｆ ） の 幅 （ ｂ ） が 所 定 の 値 を 下 回 る 道 路 区 間 （ Ｓ ） を 走 行 す る た め の 、 適 切  
な 走 行 速 度 が 算 出 さ れ 、 前 記 幅 （ ｂ ） が 前 記 所 定 の 値 を 下 回 る 道 路 区 間 （ Ｓ ） は 、 対 向 す  
る 車 両 を 相 互 に 回 避 す る た め に 前 記 車 道 （ Ｆ ） の 外 側 の 区 画 線 を 越 え る 必 要 が あ る 道 路 区  
間 （ Ｓ ） で あ り 、
　 － 前 記 適 切 な 走 行 速 度 が 、 デ ジ タ ル マ ッ プ に 保 存 さ れ て い る 前 記 所 定 の 制 限 速 度 を 下 回  
る 場 合 、 且 つ 、 前 記 所 定 の 値 を 下 回 る 幅 （ ｂ ） の 前 記 車 道 （ Ｆ ） と 、 前 記 車 両 （ １ ） の 走  
行 速 度 の 低 下 と の 間 に 因 果 関 係 が あ る 場 合 に は 、 前 記 所 定 の 制 限 速 度 は 不 適 切 で あ る と 評  
価 さ れ 、 前 記 デ ジ タ ル マ ッ プ 中 の 前 記 所 定 の 制 限 速 度 は 前 記 適 切 な 走 行 速 度 に 置 換 さ れ る  
こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 道 路 区 間 （ Ｓ ） に お け る 交 通 状 況 を 判 断 す る た め に 、 複 数 の 車 両 （ １ 、 ２ ） に よ っ  
て 、 前 記 車 道 （ Ｆ ） の 幅 （ ｂ ） 、 相 互 に す れ 違 う 車 両 （ １ 、 ２ ） の 走 行 速 度 、 及 び 前 記 相  
互 に す れ 違 う 車 両 （ １ 、 ２ ） の 位 置 が 算 出 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 算 出 さ れ た 前 記 車 道 （ Ｆ ） の 前 記 幅 （ ｂ ） 、 前 記 相 互 に す れ 違 う 車 両 （ １ 、 ２ ） の 前 記  
走 行 速 度 及 び 前 記 位 置 は 、 各 車 両 （ １ 、 ２ ） に デ ー タ 技 術 的 に 接 続 さ れ て い る 車 両 外 部 の  

請求項の数　8　（全9頁）
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計 算 ユ ニ ッ ト に 情 報 と し て 送 信 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 計 算 ユ ニ ッ ト を 用 い て 、 複 数 の 車 両 （ １ 、 ２ ） か ら 前 記 計 算 ユ ニ ッ ト に 送 信 さ れ た  
前 記 情 報 の 統 計 的 な 分 析 が 実 施 さ れ 、 複 数 の 車 両 （ １ 、 ２ ） が 前 記 デ ジ タ ル マ ッ プ に 保 存  
さ れ て い る 制 限 速 度 を 所 定 値 分 下 回 る 走 行 速 度 で 走 行 す る 道 路 区 間 （ Ｓ ） は 、 制 限 速 度 が  
不 適 切 で あ る と 識 別 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ３ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 情 報 の 統 計 的 な 分 析 は 、 前 記 計 算 ユ ニ ッ ト を 用 い て 、 所 定 の 値 を 下 回 る 幅 （ ｂ ） の  
前 記 車 道 （ Ｆ ） と 、 前 記 複 数 の 車 両 （ １ 、 ２ ） の 走 行 速 度 の 低 下 と の 間 の 因 果 関 係 が 求 め  
ら れ る こ と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ４ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 適 切 な 走 行 速 度 は 、 前 記 道 路 区 間 （ Ｓ ） に お い て 検 出 さ れ た 、 複 数 の 車 両 （ １ 、 ２  
） の 各 走 行 速 度 の 統 計 的 な 平 均 値 計 算 に 基 づ き 設 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 記  
載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ か ら ６ の い ず れ か 一 項 記 載 の 方 法 に 従 い 算 出 さ れ た 適 切 な 走 行 速 度 が 、 前 記 車  
道 （ Ｆ ） を 走 行 す る 際 に 推 奨 速 度 と し て 前 記 車 両 （ １ 、 ２ ） の 運 転 者 に 出 力 さ れ る 、 且 つ  
／ 又 は 、 前 記 車 両 （ １ 、 ２ ） の ア シ ス ト シ ス テ ム の 制 御 の 基 礎 と さ れ る こ と を 特 徴 と す る  
、 車 両 （ １ 、 ２ ） の 運 転 者 の 支 援 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 適 切 な 走 行 速 度 は 、 自 動 運 転 の た め の ア シ ス ト シ ス テ ム 又 は 各 車 両 （ １ 、 ２ ） の 速  
度 に 依 存 し た 車 間 距 離 制 御 の た め の ア シ ス ト シ ス テ ム に お い て 、 前 記 車 道 （ Ｆ ） を 走 行 す  
る 際 に 、 前 記 推 奨 速 度 と し て 用 い ら れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ７ 記 載 の 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 車 道 に お け る 車 両 の 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 及 び 車 両 の 運 転 者 の 支 援 方 法  
に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 独 国 特 許 出 願 第 １ ０ ２ ０ ２ ０ ０ ０ ３ ０ ７ ３ ． ４ 号 は 、 車 両 の 自 動 運 転 操 作 の た め の 方 法  
及 び 装 置 を 記 載 し て い る 。 こ の 方 法 で は 、 車 両 の 前 方 に カ ー ブ が あ る と き 、 車 両 の 走 行 方  
向 に 配 向 さ れ た 、 周 囲 セ ン サ 装 置 の 少 な く と も １ つ の 検 出 ユ ニ ッ ト に よ り 、 カ ー ブ に 起 因  
し て 想 定 さ れ る 可 視 性 の 制 限 が 算 出 さ れ る 。 少 な く と も １ つ の 検 出 ユ ニ ッ ト の 可 視 性 が 所  
定 の 閾 値 を 下 回 っ て い る と 判 定 さ れ た 場 合 、 カ ー ブ の 外 側 に 車 線 が 存 在 す る 場 合 に は 、 カ  
ー ブ の 外 側 の 車 線 へ の 車 両 の 車 線 変 更 が 自 動 的 に 実 施 さ れ る 。 こ の 場 合 、 右 側 通 行 の 要 件  
（ 規 則 ） が 存 在 し な い こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 更 に 、 独 国 特 許 出 願 公 開 第 １ ０ ２ ０ １ ５ ２ ２ ３ １ ７ ６ 号 明 細 書 は 、 車 両 の 周 囲 を セ ン サ  
に よ り 検 出 す る 周 囲 セ ン サ と 、 車 両 周 囲 に お け る 障 害 物 を 識 別 す る た め に 周 囲 セ ン サ の セ  
ン サ デ ー タ を 評 価 す る デ ー タ 処 理 ユ ニ ッ ト と を 備 え た 、 車 両 の た め の 運 転 者 ア シ ス ト シ ス  
テ ム を 開 示 し て い る 。 更 に 、 車 両 周 囲 に お け る 遮 蔽 領 域 を 算 出 す る た め の 方 法 が 開 示 さ れ  
て い る 。 こ の 方 法 で は 、 周 囲 セ ン サ に よ っ て 生 成 さ れ る セ ン サ デ ー タ が 、 車 両 の 車 両 周 囲  
の 障 害 物 を 識 別 す る た め に 評 価 さ れ る 。 更 に 、 識 別 さ れ た 障 害 物 に 応 じ て 、 識 別 さ れ た 当  
該 障 害 物 に よ っ て 遮 蔽 さ れ 、 車 両 の 光 学 周 囲 セ ン サ の 視 野 を 制 限 す る 遮 蔽 領 域 が 計 算 さ れ  
る 。
【 発 明 の 概 要 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 は 、 車 道 に お け る 車 両 の 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 及 び 車 両 の 運 転 者 の 支 援 方 法  
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を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 上 記 の 目 的 は 、 本 発 明 に よ れ ば 、 請 求 項 １ に 記 載 の 特 徴 を 有 す る 検 証 方 法 と 、 請 求 項 ９  
に 記 載 の 特 徴 を 有 す る 支 援 方 法 と に よ っ て 達 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 の 有 利 な 実 施 形 態 は 、 従 属 請 求 項 の 対 象 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 車 道 に お け る 車 両 の 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 は 、 車 道 の 道 路 区 間 （  
経 路 の 一 部 ） を 走 行 す る た め の 、 状 況 に 応 じ た 適 切 な 走 行 速 度 が 算 出 さ れ （ 求 め ら れ ） 、  
続 い て 、 適 切 な 走 行 速 度 が 所 定 の 制 限 速 度 を 下 回 る 場 合 に は 、 所 定 の 制 限 速 度 が 不 適 切 で  
あ る と 評 価 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 方 法 を 適 用 す る こ と に よ っ て 、 所 定 の （ 指 定 さ れ た ） 制 限 速 度 が 不 適 切 で あ る 道 路 区  
間 を 判 定 す る こ と が で き る 。 車 両 が こ の 道 路 区 間 を 所 定 の 制 限 速 度 に 対 応 す る 走 行 速 度 で  
走 行 し 、 そ れ に よ り 、 車 両 及 び 場 合 に よ っ て は 近 傍 の 他 の 道 路 利 用 者 に と っ て 、 危 険 な 状  
況 、 特 に 危 険 な 運 転 状 況 が 発 生 す る 可 能 性 が 比 較 的 高 い 場 合 、 こ の 道 路 区 間 が 、 本 方 法 に  
よ っ て 判 定 さ れ る 。 言 い 換 え る と 、 所 定 の 制 限 速 度 が 過 度 に 高 い 走 行 速 度 で あ っ て 車 両 が  
所 定 の 制 限 速 度 に 対 応 す る 走 行 速 度 で 道 路 区 間 を 走 行 す る 場 合 に は 当 該 道 路 区 間 が 事 故 の  
比 較 的 高 い 可 能 性 を 含 ん で い る こ と か ら 、 本 方 法 を 適 用 す る こ と に よ り 、 危 険 の 可 能 性 が  
比 較 的 高 い 道 路 区 間 を 識 別 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 の １ つ の 可 能 な 実 施 形 態 で は 、 道 路 区 間 が 対 面 通 行 の あ る 車  
道 の 道 路 区 間 、 特 に 中 央 の 車 線 区 画 線 （ 区 分 線 ， 車 線 標 示 ） が 存 在 し な い 道 路 区 間 で あ り  
、 且 つ 車 道 の 幅 （ 幅 員 ） が 所 定 の 値 を 下 回 る 場 合 に は 、 所 定 の 制 限 速 度 は 不 適 切 で あ る と  
評 価 さ れ る 。 こ の よ う な 道 路 区 間 を 走 行 す る 際 に 、 特 に 、 ２ 台 の 車 両 が 相 互 に （ 互 い に 向  
か っ て ） 接 近 し 、 対 向 車 両 を 避 け る た め に そ れ ぞ れ の 走 行 車 線 の 外 側 の 区 画 線 を 越 え て 相  
互 に 回 避 し な け れ ば な ら な い 場 合 に は 、 危 険 な 状 況 が 発 生 す る 可 能 性 が あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 の 発 展 形 態 で は 、 道 路 区 間 に お け る 交 通 状 況 を 判 断 （ 評 価 ）  
す る た め に 、 複 数 の 車 両 に よ っ て 、 車 道 の 幅 、 特 に 走 行 車 線 幅 、 相 互 に す れ 違 う 車 両 の 走  
行 速 度 、 及 び 相 互 に す れ 違 う 車 両 の 位 置 が 、 例 え ば 走 行 車 線 の 区 画 線 に も 関 連 し て 算 出 （  
判 定 ） さ れ る 。 こ の 情 報 に 基 づ い て 、 道 路 区 間 を 走 行 す る た め の 所 定 の 制 限 速 度 が 不 適 切  
で あ る か 否 か 、 及 び そ れ に よ り 、 特 に 道 路 区 間 に お い て 相 互 に 接 近 す る 車 両 に と っ て の 潜  
在 的 な 危 険 が 存 在 す る か 否 か が 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 の 別 の 可 能 な 実 施 形 態 で は 、 算 出 さ れ た 車 道 の 幅 、 相 互 に す  
れ 違 う 車 両 の 走 行 速 度 及 び 位 置 は 、 各 車 両 に デ ー タ 技 術 的 に 接 続 さ れ て い る 車 両 外 部 の 計  
算 ユ ニ ッ ト に 情 報 と し て 送 信 さ れ る 。 特 に 、 こ の 情 報 は 、 車 道 を 走 行 し て い る 車 両 群 （ フ  
リ ー ト ） 、 例 え ば あ る 車 両 メ ー カ の 複 数 の 車 両 か ら 車 両 外 部 の 計 算 ユ ニ ッ ト に 送 信 さ れ る  
。 計 算 ユ ニ ッ ト を 用 い て 、 送 信 さ れ た 情 報 が 記 憶 さ れ 、 車 道 、 即 ち 道 路 区 間 に 対 し て 指 定  
（ 設 定 ） さ れ た 制 限 速 度 を 検 証 す る た め に 継 続 的 に 評 価 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 更 に 、 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 の 別 の 可 能 な 実 施 形 態 で は 、 計 算 ユ ニ ッ ト を 用 い て 、  
複 数 の 車 両 か ら 計 算 ユ ニ ッ ト に 送 信 さ れ た 情 報 の 統 計 的 な 分 析 が 実 施 さ れ 、 複 数 の 車 両 が  
デ ジ タ ル マ ッ プ に 格 納 さ れ た 制 限 速 度 を 所 定 値 分 下 回 る 走 行 速 度 で 走 行 す る 道 路 区 間 は 、  
制 限 速 度 が 不 適 切 で あ る と 識 別 さ れ る 。 統 計 的 な 分 析 に 基 づ い て 、 所 定 の 制 限 速 度 が 適 切  
で あ る か 不 適 切 で あ る か を 比 較 的 正 確 に 求 め る こ と が で き 、 そ れ に よ っ て 、 こ の 道 路 区 間  
の 起 こ り 得 る 潜 在 的 な 危 険 を 判 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
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　 特 に 、 計 算 ユ ニ ッ ト を 用 い て 、 所 定 の 値 を 下 回 る 幅 の 車 道 と 、 複 数 の 車 両 の 走 行 速 度 の  
低 下 と の 間 の 因 果 関 係 が 求 め ら れ る 。 そ れ に よ り 、 所 定 の 制 限 速 度 が 適 切 で あ る か 否 か 、  
及 び 道 路 区 間 に お い て 危 険 な 状 況 が 発 生 す る 可 能 性 が 稀 で あ り 所 定 の 制 限 速 度 と は 無 関 係  
で あ る か 否 か を 確 認 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 の 別 の 可 能 な 構 成 で は 、 適 切 な 走 行 速 度 が 、 道 路 区 間 に お い  
て 検 出 さ れ た 、 複 数 の 車 両 の 各 走 行 速 度 の 統 計 的 な 平 均 値 計 算 （ 各 走 行 速 度 か ら 形 成 さ れ  
る 統 計 的 な 平 均 値 ） に 基 づ い て 設 定 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 道 路 区 間 に 適 し た 走 行 速 度 に 関 連 し た 平 均 値 計 算 に よ っ て 、 そ の 道 路 区 間 に お け る 危 険  
な 状 況 、 特 に 車 両 が 相 互 に 接 近 す る 場 合 に 危 険 な 状 況 が 発 生 す る 確 率 は 比 較 的 低 く な る 。  
車 両 が 道 路 区 間 に お い て 適 切 な 走 行 速 度 で 走 行 す る 場 合 、 そ の 道 路 区 間 に お け る 安 全 性 を  
大 幅 に 高 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 の 可 能 な 発 展 形 態 で は 、 デ ジ タ ル マ ッ プ に 保 存 さ れ て い る 制  
限 速 度 が 不 適 切 で あ り 、 そ れ に よ っ て 、 相 互 に 接 近 す る 車 両 に 対 す る 潜 在 的 な 危 険 性 が 比  
較 的 高 い と 判 定 さ れ た 場 合 に は 、 デ ジ タ ル マ ッ プ 、 特 に 保 存 さ れ て い る 制 限 速 度 が 適 切 な  
走 行 速 度 に 置 換 さ れ る 。 例 え ば ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム な ど の デ ジ タ ル マ ッ プ が 修 正 さ れ  
る こ と に よ っ て 、 不 適 切 な 走 行 速 度 は 保 存 さ れ て い な い た め 、 そ の 道 路 区 間 に つ い て 不 適  
切 な 走 行 速 度 は も は や 出 力 さ れ な い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 更 に 、 本 発 明 は 、 車 両 の 運 転 者 の 支 援 方 法 に 関 し 、 こ の 方 法 に お い て は 、 車 道 に お け る  
車 両 の 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 に 従 い 算 出 さ れ た 適 切 な 走 行 速 度 が 、 車 道 を 走 行 す る 際  
に 推 奨 速 度 と し て 車 両 の 運 転 者 に 出 力 、 特 に 表 示 さ れ 、 且 つ ／ 又 は 、 車 両 の ア シ ス ト シ ス  
テ ム の 制 御 の 基 礎 と さ れ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 各 車 両 の 運 転 者 に は 、 速 度 の 推 奨 に よ っ て 道 路 区 間 の 走 行 に 適 し た 走 行 速 度 が 示 さ れ 、  
こ の 走 行 速 度 は 、 特 に 運 転 者 に と っ て の ガ イ ダ ン ス と し て 利 用 さ れ る 。 従 っ て 、 運 転 者 は  
、 道 路 区 間 を 適 切 な 走 行 速 度 で 走 行 す る こ と が で き る の で 、 自 身 の 安 全 性 を 高 め る こ と が  
で き る だ け で な く 、 特 に 対 向 車 両 の 安 全 性 も 高 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 代 替 的 又 は 付 加 的 に 、 算 出 さ れ た 適 切 な 走 行 速 度 は 、 ア シ ス ト シ ス テ ム の 制 御 の 基 礎 と  
さ れ る の で 、 適 切 な 走 行 速 度 が ア シ ス ト シ ス テ ム に 関 連 付 け ら れ 、 車 両 は 道 路 区 間 を 適 切  
な 走 行 速 度 で 走 行 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 特 に 、 こ の 適 切 な 走 行 速 度 は 、 自 動 運 転 の た め の ア シ ス ト シ ス テ ム 又 は 各 車 両 の 速 度 に  
依 存 し た 車 間 距 離 制 御 の た め の ア シ ス ト シ ス テ ム に お い て 、 車 道 を 走 行 す る 際 に 、 推 奨 速  
度 と し て 用 い ら れ る 。 車 両 が 自 動 運 転 で 道 路 区 間 を 走 行 す る 場 合 、 又 は 速 度 に 依 存 し た 車  
間 距 離 制 御 が ア ク テ ィ ブ 化 （ 有 効 化 ） さ れ た 状 態 で 道 路 区 間 を 走 行 す る 場 合 、 適 切 な 走 行  
速 度 は 設 定 速 度 、 即 ち 目 標 速 度 と し て 設 定 さ れ る 。 例 え ば 、 速 度 に 依 存 し た 車 間 距 離 制 御  
が ア ク テ ィ ブ （ 有 効 ） で あ る 場 合 、 設 定 さ れ た 走 行 速 度 が 適 切 な 走 行 速 度 以 下 で あ る 場 合  
を 除 き 、 運 転 者 に よ っ て 設 定 さ れ た 走 行 速 度 は 推 奨 速 度 に 基 づ い て 無 視 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 例 を 、 図 面 を 参 照 し て 詳 細 に 説 明 す る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
【 図 １ 】 相 互 に 接 近 す る ２ 台 の 車 両 （ 対 向 車 両 ） が 存 在 す る 車 道 の 道 路 区 間 を 示 す 概 略 図  
で あ り 、 こ れ ら ２ 台 の 車 両 は 、 所 定 の 制 限 速 度 に は 従 っ て い る が 、 こ の 道 路 区 間 に 対 し て  
不 適 切 な 走 行 速 度 で 走 行 し て い る 。
【 図 ２ 】 所 定 の 制 限 速 度 の 修 正 後 の 、 相 互 に す れ 違 う ２ 台 の 車 両 が 存 在 す る 車 道 の 道 路 区  
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間 を 示 す 概 略 図 で あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 全 て の 図 に お い て 、 相 互 に 対 応 す る 部 分 に は 、 同 一 の 参 照 符 号 が 付 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 図 １ は 、 車 道 Ｆ の 道 路 区 間 Ｓ を 示 し 、 こ の 車 道 Ｆ は 、 車 線 区 画 線 Ｍ で 側 方 に お い て の み  
画 定 さ れ て お り 、 中 央 の 車 線 区 画 線 Ｍ が 存 在 し な い 。 こ の 道 路 区 間 Ｓ で は 、 相 互 に 接 近 し  
て い る ２ 台 の 車 両 １ 、 ２ が 走 行 し て お り 、 こ の と き 、 車 両 １ 、 ２ は 、 こ の 道 路 区 間 Ｓ を 、  
交 通 標 識 ３ で 指 定 さ れ て い る ７ ０ ｋ ｍ ／ ｈ の 制 限 速 度 に 実 質 的 に 対 応 す る 走 行 速 度 で 走 行  
し て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 道 路 区 間 Ｓ 、 即 ち 車 道 Ｆ の 幅 ｂ は 、 所 定 の 値 を 下 回 っ て い る た め 、 こ の 道 路 区 間 Ｓ は 、  
双 方 向 交 通 、 即 ち 対 面 通 行 と し て は 通 常 で は な い 狭 幅 の 車 道 Ｆ と し て 設 計 さ れ て い る 。 図  
１ に 示 す 実 施 例 で は 、 車 道 Ｆ の 一 領 域 Ｂ が 破 線 に よ っ て 示 さ れ て い る 。 こ の 領 域 Ｂ で は 、  
車 道 Ｆ を 走 行 す る 車 両 １ 、 ２ は 、 通 常 の 場 合 、 自 車 両 の 速 度 を 低 下 さ せ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 一 般 的 に 、 特 定 の 道 路 区 間 Ｓ を 、 カ ー ブ （ 曲 率 ） が 許 容 す る よ り も 低 い 速 度 、 及 び ／ 又  
は 所 定 の 制 限 速 度 が 許 可 す る よ り も 低 い 速 度 で 走 行 す る 場 合 、 複 数 の 影 響 が あ る こ と が 知  
ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 以 下 で は 、 車 道 Ｆ に お け る 車 両 １ 、 ２ の 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証 方 法 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す こ の よ う な 車 道 Ｆ は 、 特 に 田 舎 道 に 見 ら れ 、 そ の よ う な 車 道 Ｆ で は  
、 そ の 幅 ｂ が 狭 い こ と に よ り 、 対 向 車 線 を 分 離 す る た め の 中 央 の 車 線 区 画 線 Ｍ は 設 け ら れ  
て い な い 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 相 互 に 接 近 す る 車 両 １ 、 ２ は 、 相 互 に す れ 違 う こ と が で き る よ う に す る た め に 、 そ れ ぞ  
れ の 走 行 車 線 の 外 側 の 車 線 区 画 線 Ｍ を 越 え て 走 行 し 、 従 っ て 部 分 的 に 車 道 Ｆ か ら 外 れ る 。  
そ の 際 、 車 両 １ 、 ２ は 、 例 え ば ７ ０ ｋ ｍ ／ ｈ の 所 定 の 制 限 速 度 に 対 し て 、 そ の 時 点 の 走 行  
速 度 を 大 幅 に 減 速 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 交 通 標 識 ３ に 示 さ れ た 所 定 の 制 限 速 度 に 従 う 車 両 １ 、 ２ の 運 転 者 に 土 地 勘 が 無 く 、 且 つ  
／ 又 は 運 転 者 の 運 転 経 験 が 比 較 的 浅 い 場 合 、 こ の よ う な 車 道 Ｆ に お い て ２ 台 の 車 両 が 相 互  
に 接 近 し て 、 相 互 に す れ 違 え る よ う に 減 速 し な け れ ば な ら な い と き に 、 制 動 距 離 を 見 誤 る  
お そ れ が あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 こ れ に 対 し て 、 土 地 勘 の あ る 運 転 者 は 、 車 道 Ｆ を 走 行 す る 際 に 、 通 常 、 車 両 １ 、 ２ が 相  
互 に 接 近 す る 危 険 な 道 路 区 間 Ｓ を 考 慮 し て 、 車 道 Ｆ の 幅 ｂ に 合 わ せ た 速 度 進 行 を 選 択 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 特 に 、 本 方 法 で は 、 土 地 勘 の あ る 運 転 者 の 経 験 が 得 ら れ る よ う に 所 定 の 制 限 速 度 の 検 証  
が 行 わ れ 、 そ の 際 に 、 道 路 区 間 Ｓ に 関 し て 観 測 さ れ 学 習 さ れ た 運 転 （ 走 行 ） 挙 動 が 、 例 え  
ば 車 両 群 に 属 す る 車 両 １ 、 ２ に 、 示 唆 又 は 推 奨 速 度 と し て 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 危 険 度 は 、 比 較 的 狭 幅 、 特 に 幅 ｂ が 所 定 の 値 を 下 回 る 車 道 Ｆ に お け る 複 数 の 車 両 １ 、 ２  
の 走 行 速 度 に 関 す る 走 行 挙 動 に 基 づ き 導 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 こ の た め に 、 車 両 １ の 周 囲 セ ン サ 装 置 の セ ン サ に よ っ て 検 出 さ れ た 信 号 に 基 づ き 、 双 方  
向 交 通 の た め の 幅 ｂ を 大 幅 に 下 回 る 、 車 道 Ｆ の 幅 ｂ が 算 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 更 に 、 特 に 車 線 区 画 線 Ｍ に 対 す る 、 相 互 に す れ 違 う 車 両 １ 、 ２ の 走 行 速 度 と 、 相 互 に す  
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れ 違 う 車 両 １ 、 ２ の 位 置 と が 算 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 評 価 の た め に 、 算 出 さ れ た 車 道 Ｆ の 幅 ｂ と 、 相 互 に す れ 違 う 車 両 １ 、 ２ の 算 出 さ れ た 走  
行 速 度 及 び 検 出 さ れ た 位 置 と が 、 詳 細 に は 図 示 し て い な い 、 デ ー タ 技 術 的 に （ デ ー タ 技 術  
の 観 点 で ） 車 両 １ に 接 続 さ れ て い る 車 両 外 部 の 計 算 ユ ニ ッ ト に 情 報 と し て 送 信 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 特 に 各 車 両 １ 、 ２ が 車 線 区 画 線 Ｍ を 越 え て 走 行 し 、 車 道 Ｆ を 少 な く と も 部 分 的 に 外 れ る  
よ う な 事 象 は 、 道 路 区 間 Ｓ に お い て 特 別 な 注 意 必 要 で あ り 、 そ の 道 路 区 間 Ｓ の 所 定 の 制 限  
速 度 、 例 え ば ７ ０ ｋ ｍ ／ ｈ が 双 方 の 走 行 方 向 に お い て 不 適 切 で あ る こ と の １ つ の 指 標 で あ  
る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 統 計 的 に 有 意 の サ ン プ ル を 得 る た め に 、 道 路 区 間 Ｓ を 走 行 す る 車 両 １ 、 ２ の 観 測 は 、 特  
に 同 一 の フ リ ー ト 車 両 に 属 す る 複 数 の 車 両 １ 、 ２ に よ っ て 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 特 に 、 車 両 １ 、 ２ の そ れ ぞ れ の 走 行 速 度 の 低 下 と 、 あ ま り 一 般 的 で は な い 狭 幅 の 車 道 Ｆ  
と の 間 の 因 果 関 係 を 検 証 す る た め に 、 車 道 Ｆ の 算 出 さ れ た 幅 ｂ も 、 情 報 と し て 計 算 ユ ニ ッ  
ト に 送 信 さ れ る 。 計 算 ユ ニ ッ ト 、 い わ ゆ る バ ッ ク エ ン ド に お い て は 、 比 較 的 多 く の サ ン プ  
ル に 基 づ い て 、 狭 幅 の 車 道 Ｆ と 、 相 互 の す れ 違 い を 可 能 す る た め に 車 道 Ｆ を 離 れ る 車 両 １  
、 ２ と 、 そ れ に 関 連 す る 各 道 路 区 間 Ｓ に お け る 走 行 時 点 の 速 度 低 下 と の 間 の 因 果 関 係 が 統  
計 的 に 算 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 こ の と き 、 特 に 、 計 算 ユ ニ ッ ト を 用 い て 、 複 数 の 車 両 １ 、 ２ か ら 計 算 ユ ニ ッ ト に 送 信 さ  
れ た 情 報 の 統 計 的 な 分 析 が 実 施 さ れ 、 車 両 １ 、 ２ の デ ジ タ ル マ ッ プ に も 保 存 さ れ て い る 所  
定 の 制 限 速 度 を 所 定 値 分 下 回 る 走 行 速 度 で 複 数 の 車 両 １ 、 ２ が 走 行 す る 道 路 区 間 Ｓ は 、 制  
限 速 度 が 不 適 切 で あ る と 識 別 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 因 果 関 係 を 確 立 す る た め に は 、 所 定 の 制 限 速 度 と 、 例 え ば カ ー ブ の 曲 率 に 基 づ い て 妥 当  
な カ ー ブ 走 行 速 度 と の 考 察 が 必 要 に な る 。 特 に 、 統 計 的 な 平 均 に お い て 、 運 転 者 は 、 道 路  
区 間 Ｓ に 沿 っ て 、 道 路 形 状 、 例 え ば カ ー ブ 形 状 に 対 し て 、 ま た 所 定 の 制 限 速 度 に 関 し て 、  
必 要 と さ れ る よ り も 遥 か に ゆ っ く り と 走 行 し て い る こ と が 算 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 特 に 、 道 路 区 間 Ｓ を 走 行 す る た め の 適 切 な 走 行 速 度 は 、 そ の 道 路 区 間 に お い て 検 出 さ れ  
た 、 複 数 の 車 両 １ 、 ２ の 各 走 行 速 度 の 統 計 的 な 平 均 値 の 計 算 に よ っ て 決 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 サ ン プ ル の サ イ ズ と 複 数 の 車 両 １ 、 ２ の 走 行 速 度 の 大 幅 な 低 下 と に よ っ て 、 所 定 の 制 限  
速 度 が 不 適 切 で あ る こ と を 正 当 化 で き た 場 合 に は 、 そ の 道 路 区 間 の 走 行 に つ い て 算 出 さ れ  
た 適 切 な 走 行 速 度 が 、 推 奨 速 度 と し て デ ジ タ ル マ ッ プ に 保 存 さ れ る 。 そ の 際 、 デ ジ タ ル マ  
ッ プ に 保 存 さ れ て い た 所 定 の 制 限 速 度 は 、 算 出 さ れ た 適 切 な 走 行 速 度 に よ っ て 修 正 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 適 切 な 走 行 速 度 に 基 づ く 推 奨 速 度 は 、 車 道 Ｆ を 走 行 す る 際 に 車 両 １ 、 ２ の 推 奨 速 度 と し  
て 各 車 両 １ 、 ２ の 運 転 者 を 支 援 す る た め に 表 示 さ れ 、 且 つ ／ 又 は 、 例 え ば 自 動 運 転 の た め  
に 又 は 速 度 に 依 存 し た 車 間 距 離 制 御 の た め に 、 車 両 １ 、 ２ の ア シ ス ト シ ス テ ム の 制 御 の 基  
礎 と さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 各 車 両 １ 、 ２ の 運 転 者 は 、 道 路 区 間 Ｓ 、 特 に あ ま り 一 般 的 で は な い 狭 幅 の 車 道 Ｆ を 走 行  
す る た め に 算 出 さ れ た 適 切 な 走 行 速 度 に よ っ て 、 状 況 に 応 じ た 速 度 選 択 の 経 験 が 得 ら れ 、  
そ れ に よ っ て 、 各 ア シ ス ト シ ス テ ム に 対 す る 信 頼 性 を 高 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 従 っ て 、 各 車 両 １ 、 ２ の 運 転 者 は 、 車 両 １ 、 ２ の 速 度 が 制 御 さ れ る 場 合 、 推 奨 速 度 に 基  
づ い て 、 そ の 運 転 者 に は 不 慣 れ な 地 域 で も 、 対 向 車 両 １ 、 ２ が 高 速 で 接 近 し 車 線 区 画 線 Ｍ  
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を 越 え て 回 避 す る 危 険 な 状 況 の 可 能 性 を 緩 和 さ せ る 運 転 の 仕 方 で 走 行 す る こ と が で き る 。
【 先 行 技 術 文 献 】
【 特 許 文 献 】
【 ０ ０ ４ ７ 】
【 文 献 】 独 国 特 許 出 願 第 １ ０ ２ ０ ２ ０ ０ ０ ３ ０ ７ ３ ． ４ 号
【 文 献 】 独 国 特 許 出 願 公 開 第 １ ０ ２ ０ １ ５ ２ ２ ３ １ ７ ６ 号 明 細 書
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【 図 面 】
【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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